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3月号5面に既報のように昨年耐震偽装事件として発覚した問題の対策として
審議会の基本制度部会が出した中間報告を受けて国土交通省では関係法令の改正
案を3月末に国会に上程した。前月呈既報の保険の義務付けは損害保険協会の難
色で一応は外れたガ、次期国会での上程も考えられる。

昨年発覚した耐震偽装事件は、単に

マンション業界だけではなく木造戸建

て業界も直撃していることを改めて考

えて欲しい。今回の関係法の改正は、

建築基準法・建築士法・建設業法・宅

建業法にまで及び、中間検査の厳格化、

建築士等の罰則の強化、顆庇担保責任

の文書化など広範に及び私達中小業界

もその改正案にいち早く対応しなけれ

ばならない。

今回の改正は前号既報の中間答申に

沿って大きく①建築確認・検査の厳格

化②指定確認検査機関の業務の適正化

③建築士等の業務の適正化及び罰則の

強化④建築士・建築士事務所及び指定

確認検査機関の情報開示⑤住宅の売り

主等の暇庇担保責任の履行に関する情

報開示⑥図書保存の義務付け等に大別

される。

基準法改正部分では、一定の高さ以

上の建築物に構造計算が基準に適合し

ているかどうかの判定を行う「構造計

算適合性判定」を導入、それに伴い一

定の建築物の確認済証の交付期限を受

理した日より「35日以内」と延長する。

（戸建住宅は従来どおり）

※一定の建築物とは、「木造」は高さ

13メートル超または軒の高さ9メート

ル超「鉄筋コンクリート」は高さ20メ

ートル超などの建築物を言う。また、

3階建て以上の共同住宅には中間検査

が義務づけられることとなった。（床

及び梁に鉄筋を配置する工事の行程の

うち一定の工程時）罰則の強化部分に

ついては下表の他にも1年以下の懲役

又は100万円以下の罰金の罰則事項な

どがある。

建築士法関係では、建築士免許の絶

対的欠格事由を拡充し、免許取り消し

の者が免許を受けることができない期

間を5年間に延長するはか、建築士が

死亡した時等において、その相続人等

違 反 内 容 現 行 改 正 案

震基準など重大な実体規定違反 （建築基準法） 罰金5 0 万 懲役 3 年／罰金 3 0 0 万

（法人の場合罰金1億円）

築士 ・建築士事務所の名義貸し、建築士による構

全 性 の虚偽 照 明 （建築士 法） な し 懲役 1年／罰金 1 0 0 万

動産取引の際に重要事項の不実告知等 懲役1年／罰金 5 0 万 懲役2 年／罰金3 0 0 万

（宅建業法） （法人の場合罰金1億円）

世界最小のCATクオリティ。

1．5トン後方超小旋回ミニ、デビュー！

㌢車体幅980mmのコンパクトボディーで
転　　拡がる作業フィールド0
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一般土木・建築はもとより住宅設備配管工事、
歩道などの道路工事、造園、内装解体工事など
幅広い用途で頼れるt台です。

●クローラのスライド式拡幅機能により高い安定性と980mm
のコンパクトな車体幅を両立。

●クラス最高峰の作業能力。　　●CATの信頼性。

●ワイドサイズの運転スペース。●フリーメンテナンスの追求。

融輔聴牌鮭輔搬出混柚舐舶据勅紳輔辞

新キャタピラー≡舞

がその日から30日以内にその旨を届け

でなければならないことになる。更に

建築士事務所の開設者は事業年度ごと

の業務実績の報告書の作成提出とその

報告書の情報開示が義務づけられる。

名義貸し等の禁止は当然だが、従来の

モラルのみから下表のように罰則が新

設された。

建設業法と宅建業法では、請負と販

売の違いはあるものの「職庇担保10年

を明記」という内容の改正が行われる。

建設業法では、請負契約の際に工事の

顆庇を担保すべき責任又は当該責任の

履行に関して講ずべき保証保険契約の

締結その他の措置に関する定めをする

ときは、その内容を書面に記載しなけ

ればならない。宅建業法の場合も保険

加入の有無等を説明し、内容を記載し

た書面を交付しなければならなくな

る。

今回の関係法令の一括改正は、国民

から信頼を失いかけた住宅業界自らが

その信頼を取り戻すために守らなけれ

ばならないものとして受け入れなけれ

ばならないと考える。ちなみに今回は

最後に書いた「澱庇担保10年保証」の

「書面による記載」が私達中小工務店業

界に大きく波紋を投げかけるものと考

える。住宅の品質確保に関する法律（通

称・晶確法）で構造躯体及び雨漏りの10

年責任が規定されて早6年が経過して

いるが、未だにお客様に積極的に「顆

痕担保10年の責任は業者が保証しま

す」と言わない工務店が存在している

ことは事実である。今国会で業法改正

が可決されることはほぼ間違いないこ

とと思われる。こうした現状の中で全

国の全ての中小工務店が環庇担保10年

を確実に履行できるか否かが信頼を取

り戻す近道と考えられる。組合で情報

を入手し今後の戦略をお考え下さい。
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CATERPILLAR（キャタピラー）及びCATはCalerplllaTlnc．の登錦商積です。REGAは漸キャタピラL三手機式会社の登織機積です。
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